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平成３０年度第４回秦野市行財政調査会（行革推進専門部会）会議概要 

 

１ 開催日時 
平成３０年１２月１３日(木) 

午後５時２７分から午後７時２５分まで 

２ 開催場所 秦野市役所本庁舎 ３Ａ会議室 

３ 出 席 者 
委  員 

茅野部会長、小林委員、佐々木委員、西尾委員、 

山田委員 

事 務 局 政策部長、行政経営課長、同課課長代理、同課担当 

４ 議題等 

議事 

第３次はだの行革推進プラン実行計画平成２９年度進行状況等評価結

果報告書（素案）について 

報告事項 

公の施設の運営手法に関する検討状況について 

５ 配付資料 

次第 

 資  料 第３次はだの行革推進プラン実行計画平成 29 年度進行状況等評

価結果報告書（素案） 

 参考資料 第３次はだの行革推進プラン実行計画平成 29 年度取組状況及び

自己評価・内部評価等 

 報告資料 公の施設の運営手法に関する検討状況について 

 

６ 会議概要（要点筆記） 

【行政経営課長】 平成３０年度第４回秦野市行財政調査会行革推進専門部会

をはじめます。本日は御多用の中、御出席いただきありがとうございます。 

 それでは、会議に入らせていただきたいと思います。 

 では、はじめに本日使用します資料の確認をします。 

 

―資料の確認― 

 

 以上、お手元にお揃いでしょうか。それでは、部会長に御挨拶をいただき、

行財政調査会規則第６条第１項の規定により部会長が議長となりますので、進

行をお任せしたいと思います。 

 引き続き進行をお願いいたします。 

 

【部会長】 時間が遅いこともあり、効率的に審議を進めていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の会議録の署名委員ですが、規定によりまして、部会長と部
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会長が指名する委員ということで、名簿の順にお願いしておりますので、今回

は山田委員にお願いします。 

 

議事 第３次はだの行革推進プラン実行計画平成２９年度進行状況等評価結果

報告書（素案）について 

【部会長】 それでは、議事 第３次はだの行革推進プラン実行計画平成２９

年度進行状況等評価結果報告書（素案）について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

【事務局】 ―資料、参考資料 説明― 

 

【部会長】 

 この部会ですが、あと１回を予定しています。今日、御意見をいただいて、

この報告書素案を協議し、その結果を１月の会議で最終確認をするということ

で進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ３４ページにわたりますので、いくつかに分けて、御意見を伺いたいと思い

ます。 

 まず、はじめから１９ページまでのところで御意見をいただきたいと思いま

す。御意見いかがでしょうか。 

 

【委員】  

 今回、内部評価の表に平成３０年度の取組内容を加えてくれて、内部評価と

しては、遅れているかどうかということだけでなく、今後どうしたらよいかと

いうことが触れられているので、非常に良い資料になったと思います。 

 これが、本来の評価ではないかなと思います。 

 報告書の１２ページのところで、表５－２と表５－３がありますが、達成状

況がすごく低く見えています。なぜ低くなるかというと、これらの表は、達成

できたか、できなかったかの２択で判断をしているからだと思います。例えば、

効果額で９割達成しているものも達成していないということになってしまって

います。非常にシビアな結果になるものだと思います。これは、逆に誤解を生

みやすいのではないかと思いますので、この表５－２と表５－３は、要らない

のではないかと思います。表５－１があれば、それで十分ではないかと思いま

す。 

 それから、もう一点、１４、１５ページのところですが、各評価結果がどの

ように分布しているかということを説明していることにと留まっていて、本来

であれば、それをどう評価、判断するのか、なぜそうなっているのかとか、そ

れを踏まえて、今後どうして行くのかということが、本来の評価だと思います。 
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 参考資料では、ここの評価をきちんと行っているのに、全体の評価がないと

感じます。１４ページの表６－１とか表６－２を見ると、平成２８年度から平

成２９年度にかけて全体的に評価が下がっているように感じますが、傾向の変

化、その理由、背景などが書いてあるとより分かりやすいし、今後にも繋がっ

ていくと思います。 

 

【事務局】 

 表５－２、表５－３は、削除を考えたいと思います。また、１４、１５ペー

ジの部分については、例えば、代表的な改革項目をあげるとか、具体的なもの

を挙げて、見えやすくしていきたいと思います。その上で、御意見をいただけ

れば、盛り込んでいきたいと思います。 

 

【委員】 

 表５－２、表５－３を削除する際は、それに関係する記述も削除されるとい

うことでよろしいですか。 

 

【事務局】 

 はい。 

 

【委員】 

 １９ページのウのところで、「５つの視点、１１の取組内容の目標設定とそれ

に対する評価までには至っていない」とありますが、市の評価に対して評価を

していると思いますが、これは、５年間経ったところで、期間が終わったとこ

ろで評価を反映しろといっているのか、それとも、毎年、反映しろといってい

るか、時間的なものが分かりにくいと感じます。 

 次に、１８ページの（ア）の文章ですが、考え方だけが書いてある感じがし

ますので、例示を少し入れたら分かりやすくなるではないかと思いました。 

  

【事務局】 

 ウの部分については、昨年の意見も踏まえた中での意見でもありますし、そ

もそもこの行革プランの造り自体の話であります。また、アとイとも違った内

容でもありますので、委員の意見を踏まえて、整理していきたいと思います。 

 次に１８ページの部分につきましては、例示があった方が分かりやすいと思

いますので、考えていきたいと思います。 

 

 

【委員】 
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 アの「効果的な進行管理とするための評価とすること」で意見としているこ

とを一部踏まえて、今回、参考資料に平成３０年度の取組みを入れていただい

たのだと思います。 

 指摘することと、対応したものの関係が少し気になります。 

 

【事務局】 

 アのことにつきましては、市の内部でも、同じような意見が出ておりまして、

内部評価者にとっても、取組みは進んでいるのに、なぜ反映できないのかとい

った意見もありました。 

 こういった御意見を踏まえて、来年度は、自己評価・内部評価についても、

当年度の動きを書く欄を設けるなど、工夫をした中で、より機動的な形に変え

ていきたいと思っていますで、この御意見は頂戴して、掲載していきたいと思

っています。 

 参考資料につきましては、この意見を先取りした形で作成したということで、

添付していきたいと思います。 

 

【部会長】 

 確認ですが、この参考資料というのは、部会としての資料でなくて、行政経

営課が行革の進行管理上、市民に対して、公表していく資料ということでよろ

しいでしょうか。 

 

【事務局】 

 この３０年度の取組み状況を入れていないものは、部会としての資料ではな

くて、行政経営課が市民に対して公表する資料ですが、それに、平成３０年度

の取組み状況を加えたものになります。 

 

【部会長】 

 それでは、行政経営課の資料でなく、この報告書の附属資料としての位置づ

けとしていくことは、無理がありますでしょうか。 

 

【事務局】 

 １９ページの書き方を少し変えて、例えば、当調査会の中で、この平成３０

年度の取組状況を、こういった形で入れてみた、さらに、自己評価・内部評価

もさらに進めてもらいたいといったように書き方を変えていけば、いいのかな

と思いますので、本文の方も対応して見直していきたいと思います。 
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【委員】 

 処理の話ですが、例えば、アについては、コメ印で、附属資料のところで、

平成３０年度の取組み状況について付加してあるといったことを記載する形で

もいいのかなと思いました。 

 

【委員】 

 １８ページの（ア）の書きぶりが抽象的ではないかという御意見がありまし

たが、私もそういう印象があります。今まで、検討とか方針決定といったこと

を謳っているのに、なかなか進んでいないようなものをやはり、少しでも前に

進めるためには、解決すべき課題ともいえますし、「核心的課題」ともいえると

思いますが、そういったものをきちんと客観的にも分かるように、認識してい

くことは重要だと思います。  

 また、具体的な点としては、（イ）のところで、まさに例示をあげていると思

いますので、（ア）と（イ）は、同じにしてもいいのではないかと思います。 

 解決すべき課題を施設に当てはめると、例示としては、まさに、施設そのも

ののあり方や赤字をどこまで許容するのか、そういったことが書かれているの

で、まとめてしまって、要約していくということでいいのではないかと思いま

す。 

 １０ページに書いてある、目標効果額に対する実績効果額の達成状況ですが、

一般会計の効果額が、２年間の累積ベースで、７８％となっていて、２年度目

で２２ポイント目標を下回っています。この目標に対して２割下回っているも

のを劇的に改善することはなかなか難しいと思います。 

 ２２ポイント穴が開いてしまったものについて、進行強化ではどのくらいの

ウェイトがあるのかとか、中身を見てみたいと思いました。 

 着手できなくて、穴が空いてしまったのか、着手したのだけれど当初の見込

みが出なかったのか、そこが良く分からないので見てみたいと思います。 

 ですので、取組みを実施したけど、効果が出ないものはやむを得ないものも

あると思いますが、取組みを実施できなくて効果が出ていないものは、具体的

にどうやって何を強化する必要があるのか明らかになってくるのかなと思いま

す。 

 数字の内訳を、評価とクロスさせることによって、分析を深めることで、次

の手がかりが見えてくるのではないかと思いました。 

 

【事務局】 

 去年はあったのですが、実際にできなかった項目など例示を出すことをやっ

てみた上で、１８ページの例示にも絡んでくるのですが、核心的課題がどうい

うものがあるのかというところを、次回、お示しできるような資料を用意する
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か、あるいは報告書の中に盛り込むかをしたいと思いますので、その上で、ま

た、御意見いただけたらと思います。 

 

【委員】 

 今のところで、気になったことがありまして、２割足りないということをど

う評価するかということがあります。 

 ８割達成していれば、結構、達成しているではないかという考え方ももしか

したらあるかもしれないなと思いました。 

 また、２年累計で見るのがいいのか、単年度で見るのがいいのかということ

もあります。 

 ２年累計でみると、今回は、重複を除く合計で出していただきましたが、 

１０１％となっていて、一般会計の不足分を他の項目でカバーしているのでな

いかと思います。 

 全体的にどう見るかによって、翌年度、どのくらい力をかけて、見直しをし

ていかなければいけないのかということにも係ってくると思います。 

 全体の感触のようなものが、評価の中にあってもいいのかなと思いました。 

 

【事務局】 

 次回、項目をお示ししますので、それを見ていただければ、８割の達成率に

ついて、努力が足りないのかどうかというところも見えてくるのではないかと

思います。 

 また、合計欄が１０１％となっておりますが、これについては、実績計上の

効果額が目標なしで入ってきているため、このような数値になっております。 

  

【部会長】 

 それでは、次に、補助金の「２テーマ「補助金のあり方」に関する評価」の

ところで、御意見いただきたいと思います。 

 補助金の現状のところで、例示を入れたことで、分かりやすくなったかなと

思います。 

 

【委員】 

 ２４ページの「エ 長期にわたる運営費を含む補助事業における団体の自立」

についてですが、団体の場合、補助を打ち切られると継続できない団体の場合、

それについては、その団体の必要性について、団体ともに考えるといったこと

が必要になってくるのだと思います。 

 次に、２７ページの「ウ 効果」のところですが、「その効果は測定できるも

のでなければならない。」と記載していますが、少し、きつい印象がありますの
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で、「可能な限り数値で」といった言葉を入れた方がいいかもしれないと思いま

した。 

 次に、３０、３１ページのところですが、カキクケについては、団体とか市

民グループについての意見だと思いますので、まとめてもいいのかなと思いま

した。提言も９つと数も多いので、まとめてみることも一つの方法だと思いま

した。 

 あと、２６ページ「ア 公益上の必要性」のところで、「他の事業等と効果的

に連動する必要がある。」と記載がありますが、一方で、３０ページ「カ 他の

支援策も見据えトータルで見直すべきである」のところでは、「２重、３重の手

厚い補助がされている可能性がある。補助金以外の支援策も含めて総合的に補

助のあり方を考えるべきである。」としています。必ずしも矛盾はしないのです

が、表現が分かりにくいかなと感じます。２６ページのところは、他の政策的

なものとの連動ということだと思いますので、違いが分かるようにしていただ

ければと思います。 

  

【部会長】 

 ２６、２７ページの表現については、少し厳しい表現になっているなと思い

ました。 

 また、「（６）補助金の見直しに係る提言」の項目数について、９項目ありま

すが、やはり、少し多いかなと思います。 

 

【事務局】 

 まず、団体の自立のところで、お話をいただきました。もう少しやわらかく、

団体そのもののあり方についても検討すべきである、考えるきっかけにすると

いった表現にしていきたいと思います。 

 また、表現の部分についてですが、強く出すところ、そうでないところを、

精査していきたいと思います。 

 

【部会長】 

 ２７ページの上から３行目のところの市民・団体の活動を支援する手段の例

示の順番について、便宜供与からはじまって、施設使用料の減免、税の減免と

いった順番がいいのではないかと思います。あと、人材派遣を例示として挙げ

るのはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 確かにそういう時代ではないと思いますので、例示から外していきたいと思

います。 
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【委員】 

 人材派遣も、指導的な意味合い、コンサル的なサポートとして入るのであれ

ばいいのだと思います。 

 

【部会長】 

 人材派遣という言葉は、そこで作業をするようなイメージを持つのではない

かと思います。 

 また、３１ページのケに「市と関わりの深い団体への補助金」という表現が

ありますが、この表現は誤解を生むのではないかと思います。 

  

【事務局】 

 ここは、タイトル出しに悩んだところですが、ここは、先ほど意見がありま

したが、項目をまとめる中で、表現についても考えていきたいと思います。 

 

【委員】 

 市と関わりが深いという言葉がダイレクトですので、市の政策との関わりが

深いといった言葉にするといいかもしれません。 

 このままだと、癒着しているような印象になってしまいます。 

 

【部会長】 

 市が直接やるべきものを担っている団体との関係をどう捉えるのか。文化会

館も含めて、そういったところを表現してもいいのかと思います。 

 

【委員】 

 零細補助金の件ですが、２９ページには、積極的に見直しあるいは廃止と書

いてあるのですが、本当にそれでいいのかなということがあって、ここでは、

手続の負担が大きいので見直しや廃止と書いてあるのですが、ここまで、効果、

アウトカムが重要であると書いてきています。アウトカムを達成するのに重要

な補助金であれば、必要になってくると思いますので、零細の補助金であれば、

手続を簡素化すべきという改革の方向性もあるのかなと思いました。 

  

【部会長】 

 ウとオを一緒にしてもいいのではないかと思います。零細補助金を金額の大

きいものと同じ手続でやることは難しいですが、片方で適化法や適化規則があ

りますので、零細だからといって、適化法等に基づかなくていいということは

できないですので、手続の要らない賛助金、協賛金などの形で支援していくこ
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とも考えていく必要があると思います。 

 

【事務局】 

 零細補助金については、やめてはいけないものも中にはあるのだと思います

ので、ウとオを合わせることを含めて、検討させていただきたいと思います。 

 

【委員】 

 １６年度の補助金見直しの結果を踏まえて、抜本的な見直しにならなかった

ことについての出口戦略が見えてこない感じがしています。 

 また、２１ページにある補助金の区分でまとめたものと、どう見直していく

のかという（６）での提言とのリンクが分かりにくいですので、ここも紐付け

られると分かりやすいのかなと思います。 

 特に、アの補助内容の区分別のところの、運営費補助と事業費補助ですが、

ここが補助事業によって、補助対象経費の費目が、一般管理費が入っていたり、

そうでなかったりとかなり混在しているのではないかと思います。 

 基本的には、補助事業は、事業費に対して補助していくことが基本なスタン

スだと思います。例えば、一般管理費的なものをこれからどう考えていくべき

なのか、本当にそこまで面倒を見るのか、一般管理費まで見ていると、提言で

いうところの団体の自立には、結びついていかないと思います。例えば、そう

いったところへの踏み込みがないので、そういったところに踏み込んでもいい

のではないかと思います。 

 次に、法人等に対する大きな補助金についてですが、例えば、補助対象経費

が１，０００万円くらいの事業に対して、補助率１０％の事業があったとする

と、法人からすると１００万円もらうだけで、それは、補助する意味があるの

か、そもそも補助しなくても事業者は、実施するのではないかといったことも

考えられます。 

 実際に、関わった中で、億単位の資産を持つ個人事業主が、補助事業の申請

に来たりします。補助金をもらわなくても事業ができる人であるので、補助対

象の適格性からすると外れるのだと思います。そうすると、そもそもの補助事

業のあり方の問題にもなってきます。 

 大きな補助事業については、過少な補助金を出す必要があるのかという話も

あると思います。 

 補助対象経費に対して、小さな割合の補助金は、そのあり方について見直し

ていく必要があるといった議論もあるのかなと思いました。 

 補助対象経費の問題と、適格性の問題も論点としてはあるのかなと思いまし

た。 
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【部会長】 

 事業費補助のところで、歯科休日急患診療所運営補助金がありますが、これ

は、歯科医師会への運営費補助でなくて、歯科医師会が行う歯科休日急患診療

所事業に対する補助金なのだと思います。 

 運営費補助という言葉は、補助金の性質から考えたときには、別で捉えなけ

ればいけないと思いました。 

 

【事務局】 

 まず、平成１６年の補助金の報告書との関係性ですが、報告書の結果をどう

評価するというよりは、あれからもう１５年も経っています。社会情勢も大き

く変化していますので、その中での補助金のあり方について、この議論をスタ

ートしていただきたいという部分がありましたので、その辺も踏まえて分かる

ような形にしたいと思います。 

 また、表との紐付けは、提言以降について、なかなか例示ができないのが分

かりにくいと思っていますが、ただ、例示をすることで問題もありますので、

ただ、意見のような例示だと分かりやすくていいかなとヒントをもらいました

ので、表と提言を結びつけられたらいいかなと思いました。 

 あと、適格性の問題ですが、意見のとおりで、かつて、日本が中国に、ＯＤ

Ａで金を出しているという、金持ちにどうして出さなければいけないのかと同

じような状態が補助金にもあるのだと思います。そういった視点の部分で、も

う一つ足せたらいいかなと思います。 

 

【部会長】 

 それでは、次に、今後の行財政運営に向けて求められる考え方について御意

見をいただきたいと思います。 

 

【委員】 

 これから、あと３年間は、この枠組みで第３次の実行計画を進めていくわけ

ですけれど、やっぱり、もう、長い間、最大多数の最大幸福というようなベン

サムの功利主義を続けて、お金と事業ごとの評価ということをずっと続けてき

ましたが、まず、最初に、どうしてもやらなければいけないことは、必要性が

あってもできないということ言わなければいけないことだと思います。 

 お金がないということがこれまで、ずっと議論されてきていますが、そのお

金に対する費用対効果をずっと追いかけてきて、公共の福祉とか、最大多数の

最大幸福とかを我々は追求してきたのですが、お金がないだけでなくて地域に

人もいないのに、市民に委ねるというのも、難しいと思います。 

 だから、できないことを素直に認めていくという評価もどこかにそろそろ入
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れなければいけないなというのがまず、１点目です。 

 これは、次のＡＩにも関わることだと思うのですが、３１ページまでと、 

３４ページの１に関わることだと思います。 

 ＡＩとか最近流行りのＲＰＡ、ロボティックプロセスオートメーションは、

コンピュータで行っているルーチンワークをプログラムに乗っけてしまうとい

う仕組みだと思いますが、そういうことで、効率化とか人が減っていくという

モデルももちろんあると思いますが、ＡＩの議論で大事なことは、代替してし

まうということです。 

 例えば、窓口対応で年金の支給などもすごく簡単なものは、質問するとロボ

ットが答えるというチャットボットは、正答率も９０数パーセントまで上がっ

てきています。それで全部代替できるから窓口がいらないということがここに

書いてあるのだと思いますが、そういうことも分かりやすくて、今までのお金

に対して、あるいは人が減るといった効率化のモデルだとすれば、そう評価す

るのだと思いますが、もう一つ考えなければいけないのは、物事が代替すると

いうことです。例えば、報告書の中にも入れてもらいましたが、クラウドファ

ンディングとか、ソーシャルインパクトボンドなんていうのは、そもそも補助

金とは別の枠組みで住民がお金を手に入れることができるものです。元気のい

い方なら、一年待って、補助金を取っていくのでなくて、そういったものを利

用していくと思います。 

 今までルーチンでやっていて、人もいないような団体、組織も青息吐息の老

人クラブなどに出していくことは、果たして意味があるのかどうか。 

 そして、今のお年寄りって、老人クラブの方たちと活動するようなことはほ

とんどないのではないかと思います。 

 だから、代替可能性というのを、よく考えて、必要性というよりも全く別の

ものに変わってしまうという可能性をしっかり考えておく必要があると思いま

す。また、それを発見するためには、多面的な分析をしないと、このモデルの

ままずっといってしまうのではないかと思います。 

 よくＡＩの世界で話がでるのは、日本のスーパーのレジを改革するのに、レ

ジメーカーが効率性の高いレジを作っていくのに対して、アマゾンなんかは、

そもそもレジ自体をなくしてしまうという発想で代替させてしまうわけです。 

 全く違うやり方の可能性を見出していくために、こういうお金に対する効果

とか必要性というモデルではなくて、もっと多面的な統計分析、統合分析とい

うようなものもどこかに、こういう報告書の中でいいと思いますが、この市で

何が起こっているのかということを、リーサスなんかも動いているわけで、リ

ーサスを見れば、大会社がどこからきているのか、どこへ移動しているのかな

どビッグデータ解析のデータをいくらでも統計資料として出せるわけなので、

もう先が見えないものをわざわざ続けていくことはできないといったような判
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断が別の次元でできるのではないかと思います。 

 ビッグデータ解析なども、せっかく内閣府で用意しているので、そうしたも

のを使って、いらないものとか、できないものをはっきりと示していくという

勇気が必要かなと思いました。 

 この作業がムダということではなくて、この作業はもちろん必要なのですが、

できないものを、はっきりとできない、また、必要があってもできないと言う

ことが必要であること、また代替可能性をさぐるために、多面的な、統合的な

分析、リーサスなどを使って分析するという視点も必要かなと思いました。 

 その議論がこの中に入ってくると、事業そのものを外すとか入れるといった

ことが議論として、加わってくるのではないかと思いました。 

 長年やってきた行政評価の仕組みですが、そろそろ違うやり方を考えてもい

いかなと思いました。最後のところに、そういった印象を加えていただけると

いいのではないかと思いました。 

 

【事務局】 

 そういうことも考えまして、この行財政調査会も３部会にしています。経営

的な面から、「できない」といわなければいけないのですが、それを前面に出し

てしまうと各論になって、進んでいかないということもあります。ですので、

市が、やるもの、できるものは何だろうという逆の発想から、１０年先にすべ

きものを定めた上でバックキャスティングで進めていく方向しかないのかなと

いうところもありまして、今、行財政経営専門部会を設けて、そこで、まずは

将来像を描いてもらうという作業をしてもらっています。 

 全部削ってしまうと市も弱ってしまいますので、どこかは地域性を出さなけ

ればいけないという部分もありますが、なかなか難しいところもありますので、

今、お話のありました多面的な考え方ですとか、ここでいただいた意見は、上

の部会の方でも、十分議論させていただきたいと思います。 

 

【委員】 

 行政の皆さんが、今やっている事業を評価するというシステムがずっと続く

とすれば、このスタイルはなかなか脱せないと思います。皆さんに言うのは酷

だと思いますが、この委員会は外部の委員会ですので、もうやめたらという意

見を出せる場だと思います。そうした場に、これを使わないと、今まで向きが

だいたい合っていて、資本主義の思想のもとに、ベンサムの世界を追いかけて

きたわけですが、それも今、変わろうとしていますので、そのままいくと本当

に、破綻の憂き目を見たりするといけないので、外の人が、そろそろやめたら

とか、無理じゃないのといえるような構造をもつといいかなと思いました。 
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【事務局】 

 前の行政評価のように、１事業ごとに要る要らないをやるレベルだとやはり

難しいなというのは、感想として持っています。全体を見た中で、秦野市の地

域性も含めて、どういう戦略でいくとかというところを持った上で、切り捨て

ていかないと、市民の理解も得られない、そこに非常に難しさはあると思いま

す。これからも工夫をさせていただきたいと思います。 

 

【委員】 

 もうちょっと広げたほうがいいかなと、２つの項目では少し寂しいのと、Ａ

Ｉがすごく目立ってしまう気がします。 

 １つが、今回、補助金の見直しをする中で、特にキーワードとして、効果と

かアウトカムということを重視していこうということがあったと思います。最

近、ＥＢＰＭという言葉がありますが、手段ありき、予算ありきではなくて、

アウトカムとして、何を目指すのか、それにもっとも効果的な手段に組み替え

ていこうという形で、行政のあり方を転換していくという時期になっていると

思うので、その点が、項目として上がってくるといいのかなと思います。これ

は、行革だけでなくて、政策マネジメント全体の話だと思います。 

 次に、ＡＩのところは、先生のおっしゃるとおりだと思います。ＡＩ活用に

よるプラスの可能性だけがここには書いてあると思いますが、ＡＩで代替でき

ないものとか、ＡＩでできない職員でやるべきことはなんだろうといった観点

もあっていいのではないかと思います。ＡＩが活用されることとなった先の、

新たな行財政改革の可能性についても検討していくという観点が必要でないか

と思いました。 

 １番の方は、ここに書いてある内容の中で、キーワード的に、特出しして取

り上げた方が、いいかなと思うものが、２つありまして、１つが、持続可能と

いうキーワードです。最近ではＳＤＧｓ、先ほど来の話のように、特に行革の

中で、いろいろなものをカットしたり、削減したりとか、個別にどんどん項目

を分けていって、その中で必要性だけを判断していっていくと、全体的に見た

ときに、秦野の持続可能性を損なってしまっていく可能性があると思います。 

 それが、ＳＤＧＳというのが一つのシステムとして、持続可能性を捉えてい

こうという考え方だと思いますので、個別に厳しく見ていくという面と、秦野

市全体の将来にわたる持続的な発展可能性という面でみたときに、それで本当

にいいのかという、そういう観点での見直しというのも必要になってくるのか

なと思います。 

 最後に、市民にオープンというキーワードでして、行革は行政内部の改革と

いう時代ではないと思いますので、特に削っていくとかマイナスのことであれ

ば、いくらいい改革でも市民の納得とか理解が得られなければ、進まないとい
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う話にもなるので、常に市民にオープンにしていくことと、市民と一緒に考え

て取り組んでいくというのは、合意形成とかあるいは目標の共有化みたいなこ

とが必要になってくると思います。 

 私の造語でいうとコンセンサスデザインという言葉を使っているのですが、

市民とのコンセンサスをいかに、作りながら、そのやり方をデザインしながら、

改革を進めていくことが、今後重要になってくるのではないかと思います。 

 

【事務局】 

 特に、アウトカムの部分は、補助金のところでは、もったいないなとずっと

思っていましたので、ありがとうございます。しかも２項目で寂しいなと思っ

ていましたので、しっかりと入れさせていただきます。 

 

【委員】 

 特に、委員が話されたことなどは、なぜこの章を設けたかみたいなところに、

書いてもいいのかなと思いました。 

 １の戦略的な事業の縮小・整理のところでは、３段落目の書きぶりですが、

結局は、地域経営の課題として捉えたいということですので、例えば、「公共施

設や事業についてそのあり方まで立ち返り、地域にとって、必要なものが何か、 

その優先順位どうか、実現にはどうするべきかをトータルに、見ていくことも

必要である。」といったように、行政が実施する必要性というよりは、地域にと

って必要があるかどうかというところから、考えましょうという形の方が、い

いかなと思いました。 

 それから、２番目は、ＡＩが非常にツール的に捉えられて、代替するように

書かれていますが、ＡＩもですが、やっぱりネットとＩＴ、ＩＯＴとかの活用、

ＡＩだけではなくて、それらの活用の可能性で、ツールとしてよりは、積極的

に行政運営の手法の中に、組み込んでいくべきだという書き方のほうが、結果

的には人員の削減とかそういったことになっていくかもしれないですが、こう

いったものを積極的に取り入れて、組織運営を図ることが重要なのだと、また、

そこまでは書かなくてもいいかもしれませんが、市で難しければ、民間の知恵

も入れて、そういうものを積極的に取り入れていくみたいな表現でもいいかな

と思いました。 

 

【委員】 

 もう一つは、行政区域の中で、これは、閉じた秦野市の中での行革推進プラ

ンなのですが、例えば、伊勢原には、東海大学の巨大な病院があって、その前

にも大きな病院があって、特大の医療センターがあります。例えば、日赤の病

院にお金をずいぶん出していますが、本当に日赤の病院が、産婦人科がなくな
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ったというので、本当に補助金を出してその病院を存続させるのがいいのかど

うかをやはり考えなければいけないと思います。 

 むしろ、数台しかない救急車をあと２台くらい増やしたほうが、同じお金を

使うのであれば、効果があるかもしれないといったことが、たくさんあるので

はないかと思います。 

 地域を超えて、事業のありようを考えなければいけないということも必要な

視点かなと思います。 

 

【事務局】 

 湯河原では、やはり産婦人科がないので、婦人用の救急車を１台置いて、そ

ういう装備もつけているといったことがあったと思いますが、そういう発想が、

まさに必要だと思います。 

 

【委員】 

 フィンランドの北の町のラップランドでは、お金もなくて福祉の政策が打て

ないところは、例えば、聴力のない子どもがいたりすると、大きい自治体から

政策を売って貰うことをやっています。１人、聴力のない子がでると、お金を

払って、そのサービスを持っている自治体に提供してもらうという政策を取っ

ています。日本の行政はできないことに慣れていないので、なんでも自分でや

るというのが、当たり前になっていますが、できないことが当たり前に早く慣

れないと、たぶんうまくいかないと思います。 

 そろそろ、そういう時代になっていると思いました。北欧の国では、小さい

のでどうせ全部できないので、どこかの国がＩＴが良くなれば、そこに依存し

て、別のほうで生きていくというやり方を取っています。また、４カ国で年金

を持ち合ったりもしています。 
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報告事項 公の施設の運営手法に関する検討状況について 

【部会長】 それでは、報告事項 公の施設の運営手法に関する検討状況につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 ―報告資料 説明― 

 

【部会長】 

 その後、検討が進んでいることはすばらしいです。 

 

【委員】 

 こうやって、提言したことが引き継がれているということは、すばらしいと

思います。 

 シェアリングエコノミーの関係で、施設利用については、アキッパなどの会

社が公共施設をトータルでつないで、利用者の増加を図っている。そういう運

営を手がけて、けっこう自治体と組んで成功している事例があります。そこの

会社の人なんかを呼んで、話を聴くとか、民間の新しいチャレンジをしている

人の話を聴くと、また、別の刺激になって、議論が展開できるかなという気も

しました。 

 

【事務局】 

 今は、各担当とレベル合わせる、意識の共有を図る段階で、次のステップと

して、サウンディングまでいくかどうかは分かりませんが、事業者と意見交換

をしてみるといったこともいいかなと思っています。 

 是非、やってみて、本当に秦野で金になるのかならないのかといったことも

含めて、より具体的な話が聴けるといいかなと思っています。 

 また、運営方法の視点にシェアリングエコノミーも入れるといいかなと思い

ました。 

 

 

 

―閉会－ 

 

 


